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議案件名（令和６年第３回定例会） 

 
予算案     ３件（補正予算３件） 
条例案     ５件（制定１件、一部改正４件） 
一般議案    ９件（規約の改正１件、財産の取得１件、工事請負契約３件、 

損害賠償額の決定及び和解１件、議決事件の一部変更２件、 
市道路線の認定及び廃止１件） 

決算関連議案  １件（未処分利益剰余金の処分１件） 
決算の認定  １８件 

 
計     ３６件 

 
 
 
 
 
 
 

（ 予 算 案 ） 

１ 令和６年度千葉市一般会計補正予算（第３号） 

２ 令和６年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 令和６年度千葉市学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 
  

資料１ 
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（ 条 例 案 ） 
１ 千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

(総務局 情報経営部 業務改革推進課) 

医療費の助成に関する事務において利用する特定個人情報に医療保険給付関

係情報を加える。 

(1) 健康保険の被保険者証の廃止を踏まえ、次に掲げる個人番号利用事務において、個人番
号を利用して健康保険被保険者の資格を確認することができることとする。 
ア 子どもの医療費の助成に関する事務 
イ 心身障害者の医療費の助成に関する事務 
ウ ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務 
エ 精神障害者の入院医療費の助成に関する事務 
オ ぜんそく等の小児指定疾病の医療費の助成に関する事務 
※特定個人情報 
個人番号又はこれと対応する符号をその内容に含む個人情報 

(2) 施行期日 公布の日 
 
 
 
 
 
 

２ 千葉市国民健康保険条例の一部改正について 
(保健福祉局 医療衛生部 健康保険課) 

国民健康保険法の一部改正に伴い、被保険者証の返還に応じない場合の罰則

を廃止する。 

(1) 保険料を滞納している世帯主が被保険者証の返還に応じない場合に10万円以下の過料を
科す罰則を廃止する。 

(2) 施行期日 R6.12.2 
(3) 法改正  R6.12.2施行 

 
 
 
 
 
 
 
 

３ 千葉市前澤友作アートのまちづくり基金条例の制定について 
(市民局 生活文化スポーツ部 文化振興課) 

千葉市前澤友作アートのまちづくり基金を設置する。 

(1) アートを活用した創造的な地域空間や地域活動の創出を図るため、基金を設置する。 
＜積み立てる額＞ 
市長が基金への積立てを適当と認める額 

(2) 施行期日 公布の日 
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４ 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正に
ついて            (こども未来局 幼児教育・保育部 幼保支援課) 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、保育所等に

おける保育士等の配置基準を改める。 

(1) 保育所等における保育士等の配置基準を改める(国基準と同様の改正)。 
ア 3歳児   20:1 → 15:1 
イ 4歳児以上 30:1 → 25:1 

(2) 経過措置 
保育士等の配置の状況に鑑み、保育等の提供に支障を及ぼすおそれがあるため、当分の

間、改正前の配置基準によることとする。 
(3) 改正する条例 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例ほか3条例 
(4) 施行期日 公布の日 
(5) 府令等改正 R6.4.1施行 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 千葉市都市公園条例の一部改正について     (都市局 公園緑地部 公園管理課) 

当分の間、亥鼻公園の集会所を休止するほか、所要の改正を行う。 

(1) 老朽化に伴う改修のため、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、亥鼻公園の集
会所を休止する。 
・施設の概要 
ア 位  置 中央区亥鼻1丁目6番 
イ 設置時期 S56.4 
ウ 構  造 木造平屋建 
エ 面  積 38.91㎡ 
オ 施  設 和室(8畳、6畳) 

(2) 蘇我スポーツ公園及び昭和の森の駐車場の供用日を変更する。 
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)以外の日 → 1月1日から12月31日まで 

(3) 施行期日 R7.4.1((2)については、R7.12.29) 
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（ 一 般 議 案 ） 
１ 千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部改正に関する協議について 

 (保健福祉局 医療衛生部 健康保険課)  

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、千葉県後期高齢者医療
広域連合規約の一部を改正することについて、関係地方公共団体と協議する。 

  (1) 協議内容 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、被保険者証等の新規発行が終了する

ことに伴い、規約における関係市町村が行う事務を定める規定中「被保険者証及び資格証

明書」を「資格確認書等」に改める。 

  (2) 施行期日 R6.12.2 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 財産の取得について               (消防局 警防部 指令課) 

取 得 財 産 消防救急デジタル無線機 

       (1)無線機種別 卓上型、車載型、携帯型、可搬型 

       (2)数   量 １５４式 

取得予定価額 ２７５，２７５，０００円 

(1) 取得の相手方 スイス通信システム株式会社 
(2) 納 入 期 限 令和7年3月21日 
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３ 工事請負契約について            (都市局 建築部 建築管理課) 

工 事 名 千葉市療育センター大規模改修工事 

施 工 場 所 美浜区高浜４丁目８番３号 

工 事 概 要 内外部改修一式 

契 約 方 法 制限付一般競争入札(総合評価落札方式)  

契 約 金 額 ５１５，９００，０００円 

工    期 契約締結日の翌日から５４０日間 

請  負  者 松栄・大塚建設共同企業体 

(1) 療育センターは供用開始から43年が経過し、老朽化していることから、建物内外部の大規
模改修を行う。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 工事請負契約について            (都市局 建築部 建築管理課) 

工 事 名 千葉市療育センター大規模改修電気設備工事 

施 工 場 所 美浜区高浜４丁目８番３号 

工 事 概 要 電気設備改修一式 

契 約 方 法 制限付一般競争入札(総合評価落札方式)  

契 約 金 額 ４７３，０００，０００円 

工    期 契約締結日の翌日から５４０日間 

請  負  者 橋本・奄美建設共同企業体 
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５ 工事請負契約について            (都市局 建築部 建築管理課) 

工 事 名 千葉市療育センター大規模改修空調設備工事 

施 工 場 所 美浜区高浜４丁目８番３号 

工 事 概 要 空調設備改修一式 

契 約 方 法 制限付一般競争入札(総合評価落札方式)  

契 約 金 額 ５０６，０００，０００円 

工    期 契約締結日の翌日から５４０日間 

請  負  者 アスト・大和特定建設共同企業体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 損害賠償額の決定及び和解について        (消防局 総務部 総務課) 

救急活動の際の誤った救急救命処置により、高次脳機能障害を生じさせた件

について、損害賠償の額を６３，１００，１２３円と定め、和解する。 

(1) 事故発生日 R3.10.3 
(2) 相手方    千葉県四街道市在住者 
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７ 議決事件の一部変更について(千葉市新清掃工場建設工事に係る工事請負契約)           
(環境局 資源循環部 廃棄物施設整備課) 

契約金額 変更前 ４４，１２４，９０２，５００円 

     変更後 ４５，４８２，２５８，５００円 

 (1) 議決年月日 H31.3.6 

         R5.3.8(契約金額の変更) 
(2) 変更の理由 
  資材・労務単価等の変動に伴い全体スライド条項を適用し、契約金額を変更する。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

８ 議決事件の一部変更について(千葉市下田最終処分場浸出水処理施設建設工事に
係る工事請負契約)        (環境局 資源循環部 廃棄物施設整備課) 

契約金額 変更前 ２，６７９，５６０，４００円 

     変更後 ２，７６１，２７９，４００円 

 (1) 議決年月日 R5.3.8 
(2) 変更の理由 
  資材・労務単価等の変動に伴いインフレスライド条項を適用し、契約金額を変更する。 
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９ 市道路線の認定及び廃止について         (建設局 土木部 路政課) 

認 定 ２８路線 

廃 止  １路線 

(1) 都市計画法に基づく開発行為に伴う市道路線の認定及び廃止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（ 決算関連議案 ） 
１ 令和５年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

(建設局 下水道企画部 下水道経営課) 

未処分利益剰余金１，７３４，９９３，９７４円のうち８４３， 

５０７，１８５円を減債積立金に積み立て、８９１，４８６，７８９円 

を資本金に組み入れる。 

(1) 未処分利益剰余金について、企業債の償還に充てるため減債積立金に積み立てるとともに、
令和5年度に企業債の償還に充てた減債積立金の額に相当する額を資本金に組み入れる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

（ 決 算 の 認 定 ） 
１ 決算の認定について 

～  
18 

(令和５年度の一般会計、１４特別会計、３企業会計の各会計の決算の認定) 
 


